
第６号様式 

随意契約について 

公表年月日 令和８年５月１５日 

担 当 課 消防総務課 

 

契約業者名・住所 医療法人社団誠高会小金原健診クリニック・松戸市小金３番高橋ビル６階 

工事等の名称 消防団員定期健康診断委託 

工事等の場所 松戸市指定の場所 

種 別 委託 

工事等期間 令和８年４月１日から令和９年２月２７日 

契約金額 
（１）４０歳未満  ７，７４４円（単価） 

（２）４０歳以上 １０，０１０円（単価） 合計 １７，７５４円（税込） 

工事等の概要 松戸市消防団員健康管理推進要綱第２条に基づく消防団員の健康診断受診 

随意契約の理由 消防団員の健康診断については、消防団員の健康状態を把握し、各種災害活動や長期間の消防訓練に耐え

うる健康な身体を維持し、公務災害を未然に防ぐことを目的とする。 

① 単価については、医療保険点数及び保健所の健康診断料金により算出された統一価格であること。 

② 土曜日に受け入れ体制がとれる検査専門医療機関であること。 

③ 健康診断専門であり診断がスムーズに行えること。 

以上３点を網羅した、医療法人社団誠高会小金原健診クリニックが適した医療機関と思慮し、地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号及び松戸市財務規則第１３８条第１項第１号の規定を適用して１者見積

りによる随意契約といたすものです。 

  


